
人権教育・啓発施策審議会

　市は、 一人ひとりが尊重され、 多様な市民が、 地域社会の

中で、 生き生きと暮らせるまちの実現のため、 伊丹市人権教育

・ 啓発推進に関する基本方針に基づいて実施する様々な人権

施策について評価する 「伊丹市人権教育 ・ 啓発施策審議会」

の市民委員を募集します。

募集人数

応募資格

応募締切

任　　期

委員報酬

応募方法

個人情報について

伊丹市

市 民 委 員 を 募 集 し ま す 。

令和 8 年 6月 1 日時点で、 以下の要件全てに該当する方

１

２

３

４

市内在住 ・在勤 ・ 在学の１８歳以上であること

本市の他の審議会等の委員でないこと

（委嘱日において委員の職にあると見込まれる方を含む）

本市の職員または市議会議員ではないこと

平日の日中の審議会に参加できること

（任期中の令和８年６月から令和９年３月までの４回程度）

１人

１回 10,700 円 （税控除前、 交通費含む）

令和８年６月 （予定） から令和９年３月 （予定） まで

所定の応募用紙に必要事項を記入し、 「伊丹市の人権教育 ・ 啓発について思うこと」 と題した

小論文 （４００字～８００字程度） を添えて、 「問い合わせ先」 に持参、 郵送にて提出してくださ

い。

令和８年４月２０

選考及び結果

書類審査により総合的に判断し、 委員を決定します。 ただし、 書類審査で決定しない

場合は、 面接審査により決定します。 選考結果は、 応募用紙に記載された住所へ郵送しま

す。

令和８年度伊丹市人権教育・啓発施策審議会

　応募いただいた個人情報は、 選考や結果通知など

公募に関すること以外に使用しません。

　なお、 提出された応募用紙 ・ 作文はお返ししません

ので、 あらかじめご了承ください。

申込用紙は裏面をご覧ください。

問い合わせ先 ( 提出先）

市民自治部 共生推進室 同和 ・ 人権 ・ 平和課 （市役所５階）

〒664-8503 伊丹市千僧 1 丁目 1 番地

☎０７２－７８４ー８０７７ （平日 9 時から 17 時 30 分まで）

同和・人権・平和課

目    的 市が実施する様々な人権施策を評価する市民委員を募集します。

日 （月曜日） １７時３０分 必着


